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第 １ 章 総 則

（ 適 用 範 囲 ）

第 １ 条 こ の 仕 様 書 は 、 伊 勢 原 市 道 路 占 用 規 則 （ 昭 和 62年 伊 勢 原 市

規 則 第 ６ 号 ） 第 １ ０ 条 の 規 定 に 基 づ き 道 路 占 用 工 事 （ 以 下 「 工

事 」 と い う 。 ） の 施 行 に 関 す る 一 般 的 事 項 を 示 す も の で あ る 。

２ 工 事 は 、 す べ て こ の 仕 様 書 に 基 づ き 作 成 さ れ た 道 路 占 用 許 可 申

請 書 に 添 付 す る 図 面 等 に よ り 施 工 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、

審 査 段 階 で 図 面 等 が 訂 正 さ れ た 場 合 は 、 訂 正 後 の 図 面 等 と す る 。

３ こ の 仕 様 書 の ほ か 、 道 路 管 理 者 が 特 に 必 要 と 認 め た 場 合 は 、 別

に 指 示 す る こ と が あ る 。

（ 工 事 の 実 施 ）

第 ２ 条 工 事 の 実 施 に 当 た っ て は 、 交 通 に 支 障 の な い よ う 諸 種 の 標

識 を 設 置 し 、 掘 削 箇 所 の 周 囲 に は 、 バ リ ケ ー ド 等 危 険 防 止 の 設 備

を し 、 夜 間 は 赤 色 注 意 灯 等 を 設 置 し な け れ ば な ら な い 。

２ 沿 道 住 民 に 対 し て 工 事 内 容 を 充 分 周 知 し 、 理 解 が 得 ら れ る よ う

努 め な け れ ば な ら な い 。

３ 工 事 標 示 板 に は 、 当 該 占 用 許 可 年 月 日 、 許 可 指 令 番 号 、 工 事 の

名 称 、 施 工 区 域 、 工 事 期 間 、 許 可 を 受 け た 者 の 氏 名 及 び 連 絡 先 、

施 工 者 名 及 び 連 絡 先 等 を 明 記 し 、 工 事 現 場 に 掲 示 し な け れ ば な ら

な い 。

４ 工 事 着 手 前 に 関 係 官 公 署 等 と 必 要 な 手 続 を し て お く こ と 。

（ 工 事 現 場 管 理 ）

第 ３ 条 工 事 施 工 中 は 、 常 に 工 事 の 安 全 に 留 意 し 、 現 場 管 理 を 行

い 、 災 害 防 止 に 努 め な け れ ば な ら な い 。

２ 工 事 現 場 が 隣 接 し 、 又 は 他 の 工 事 と 競 合 す る 場 合 は 、 常 に 相 互

協 調 し て 施 工 し な け れ ば な ら な い 。

３ 工 事 施 工 中 、 次 に 掲 げ る 行 為 を し て は な ら な い 。

(1 ) 道 路 構 造 に 影 響 を 及 ぼ す 行 為

(2 ) 円 滑 で 安 全 な 道 路 交 通 を 妨 げ る 行 為

(3 ) 騒 音 等 特 に 公 衆 に 迷 惑 を 及 ぼ す 行 為
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４ 工 事 箇 所 の 路 面 は 、 常 に 維 持 管 理 を 行 い 、 路 面 及 び 排 水 施 設 等

を 良 好 な 状 態 に 保 た な け れ ば な ら な い 。 迂 回 路 に つ い て も 同 様 と

す る 。

（ 境 界 標 及 び 市 測 量 基 準 点 ）

第 ４ 条 境 界 標 及 び 市 測 量 基 準 点 を 損 傷 又 は 撤 去 し て は な ら な い 。

た だ し 、 工 事 施 工 に よ り や む を 得 な い 場 合 は 、 道 路 管 理 者 の 指 示

に 従 い 、 境 界 標 、 市 測 量 基 準 点 の 復 元 が 出 来 る よ う 必 要 な 措 置 を

講 じ 、 工 事 完 了 後 、 道 路 管 理 者 の 立 会 い 確 認 を 受 け 現 状 に 回 復 し

な け れ ば な ら な い 。

（ 工 事 写 真 ）

第 ５ 条 工 事 の 施 工 状 況 を 詳 細 に 確 認 で き る よ う 写 真 撮 影 し 、 Ａ ４

版 に 編 集 し 、 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

２ 写 真 は 、 通 常 プ リ ン ト 又 は デ ジ タ ル カ メ ラ で 撮 影 し た も の を

プ リ ン ト し た カ ラ ー 写 真 と す る 。

（ 事 故 対 策 等 ）

第 ６ 条 工 事 施 工 中 は 、 事 故 防 止 に 万 全 を 期 す る と と も に 、 万 一 事

故 が 発 生 し た 場 合 に お け る 対 策 を 常 に 立 て て お か な け れ ば な ら な

い 。

２ 事 故 が 発 生 し た 場 合 は 、 直 ち に 道 路 管 理 者 、 関 係 官 公 署 及 び 関

係 企 業 者 に 連 絡 し 、 そ の 指 示 に 従 わ な け れ ば な ら な い 。

３ 事 故 に 起 因 し て 、 第 三 者 に 損 害 を 与 え た 場 合 又 は 第 三 者 と 紛 争

が 生 じ た 場 合 は 、 占 用 者 の 責 任 に お い て 解 決 し な け れ ば な ら な

い 。

（ 中 間 検 査 ）

第 ７ 条 道 路 管 理 者 は 、 必 要 に 応 じ て 中 間 検 査 を 行 う も の と す る 。

２ 検 査 の 際 に 指 摘 さ れ た 箇 所 の 手 直 し は 、 直 ち に 行 い 、 再 検 査 を

受 け な け れ ば な ら な い 。
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（ 瑕 疵 担 保 期 間 ）

第 ８ 条 伊 勢 原 市 道 路 占 用 規 則 第 ２ ５ 条 に 定 め る 瑕 疵 担 保 責 任 を 負

う も の と す る 。 た だ し 、 瑕 疵 担 保 期 間 外 に お い て も 、 明 ら か に 占

用 工 事 に 起 因 す る も の と 認 め ら れ る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。

２ 瑕 疵 担 保 期 間 中 、 占 用 工 事 の 復 旧 箇 所 が 破 損 等 し た 場 合 又 は 占

用 工 事 に 起 因 す る 影 響 が 周 囲 の 路 面 及 び 附 属 構 造 物 に 現 れ た 場 合

は 、 道 路 管 理 者 の 指 示 に 従 い 、 こ れ を 復 旧 し な け れ ば な ら な い 。
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第 ２ 章 掘 削

（ 一 般 事 項 ）

第 ９ 条 道 路 を 掘 削 す る 場 合 は 、 原 則 と し て 当 日 中 に 埋 め 戻 し 、

仮 復 旧 し て 交 通 解 放 し な け れ ば な ら な い 。

２ 道 路 を 横 断 し て 掘 削 す る 場 合 は 、 片 側 通 行 を 確 保 し な が ら 施

工 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 や む を 得 ず 通 行 を 遮 断 し て 施

工 す る 場 合 は 、 所 轄 警 察 署 の 許 可 を 得 る と 共 に 、 緊 急 時 の 対 策

を 講 じ て お か な け れ ば な ら な い 。

（ 取 り 壊 し ）

第 １ ０ 条 既 設 舗 装 の 切 断 は 、 コ ン ク リ ー ト カ ッ タ ー 等 で 直 線 に

か つ 路 面 に 垂 直 に 行 わ な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 道 路 管 理 者 の

指 示 に よ る 場 合 は 、 こ の 限 り で は な い 。

（ 残 土 の 搬 出 ）

第 １ １ 条 取 り 壊 し た 舗 装 版 （ 路 盤 材 を 含 む 。 ） 及 び 掘 削 土 砂 は 、

直 ち に 工 事 現 場 か ら 搬 出 す る も の と し 、 歩 車 道 に 堆 積 し 、 又 は 路

上 で 小 割 り し て は な ら な い 。

２ 路 面 を 汚 損 し た 場 合 は 、 直 ち に 清 掃 し な け れ ば な ら な い 。

（ 掘 削 ）

第 １ ２ 条 掘 削 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 遵 守 し て 施 工 し な け れ ば な ら

な い 。

(1 ) 掘 削 は 、 地 山 の 崩 壊 等 に 注 意 し 、 必 要 で あ れ ば 山 留 め 材 を 施

し 施 工 し な け れ ば な ら な い 。

(2 ) 湧 水 又 は 溜 り 水 を 排 水 す る 場 合 は 、 路 面 に 放 流 し て は な ら な

い 。

(3 ) 湧 水 又 は 溜 り 水 等 が 多 量 の 場 所 又 は 掘 削 に 伴 い 地 盤 沈 下 等 を

お こ す お そ れ の あ る 場 所 は 、 そ の 場 所 に 適 し た 適 切 な 工 法 に よ

り 土 砂 の 流 出 、 地 盤 の ゆ る み 等 を 未 然 に 防 止 し な け れ ば な ら な

い 。
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（ 土 留 工 ）

第 １ ３ 条 掘 削 の 深 さ が 1. 5メ ー ト ル を 超 え る と き 及 び 1. 5メ ー ト ル

を 超 え な い と き で 掘 削 面 の 土 質 に 見 合 っ た 勾 配 を 確 保 で き な い 場

合 は 、 必 ず 土 留 工 を 施 さ な け れ ば な ら な い 。

２ 土 留 工 は 、 一 般 技 術 的 に 認 め ら れ た 工 法 及 び 基 準 に 従 い 、 充 分

安 全 に 耐 え ら れ る も の で な け れ ば な ら な い 。

３ 土 留 工 を 施 し て あ る 間 は 、 常 時 点 検 を 行 い 、 土 留 用 資 材 の 変

形 、 そ の 他 連 結 部 の ゆ る み 等 に 充 分 注 意 し 、 事 故 防 止 に 努 め な け

れ ば な ら な い 。

（ 覆 工 ）

第 １ ４ 条 覆 工 は 、 原 則 と し て 鉄 製 覆 工 板 を 使 用 し 、 安 全 か つ 強 固

な も の で な け れ ば な ら な い 。

２ 覆 工 板 は 、 跳 ね 上 が り 、 ば た つ き 又 は 振 動 等 に よ り ゆ る み を 生

じ な い よ う に 受 桁 に 固 定 し な け れ ば な ら な い 。

３ 路 面 と 覆 工 板 と の 接 合 部 は 、 ア ス フ ァ ル ト 合 材 等 で 摺 り 付 け 通

行 に 支 障 の な い よ う に し な け れ ば な ら な い 。

４ 覆 工 を 施 し て あ る 間 は 、 常 時 点 検 を 行 い 、 固 定 部 の ゆ る み 等 が

な い か 、 機 能 維 持 に 万 全 を 期 す る と と も に 、 事 故 防 止 に 努 め な け

れ ば な ら な い 。

（ 既 設 構 造 物 ）

第 １ ５ 条 工 事 現 場 及 び そ の 近 接 し た 地 域 の 埋 設 物 に 支 障 の な い よ

う 必 要 な 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。 ま た 、 必 要 に 応 じ て 埋 設

物 管 理 者 の 立 会 い を 求 め 、 工 事 の 安 全 を 期 す る こ と 。
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第 ３ 章 埋 め 戻 し

（ 点 検 ）

第 １ ６ 条 埋 め 戻 し に 先 立 ち 、 掘 削 箇 所 内 を 充 分 に 点 検 し 、 水 み ち

の 制 止 等 は 完 全 に 行 わ な け れ ば な ら な い 。

（ 埋 め 戻 し ）

第 １ ７ 条 埋 め 戻 し は 、 掘 削 箇 所 の 点 検 後 直 ち に 行 う こ と と し 、 原

則 と し て 埋 め 戻 し 材 料 は 、 埋 設 物 件 の 上 面 ３ ０ セ ン チ メ ー ト ル ま

で ダ ス ト 、 山 砂 又 は 再 生 砂 （ Ｒ Ｃ － １ ０ ） を 使 用 し 、 そ の 上 面 に

つ い て は 、 砕 石 （ Ｃ － ４ ０ ） 又 は 再 生 砕 石 （ Ｒ Ｃ － ４ ０ ） を 使 用

す る も の と す る 。

２ 埋 設 物 件 の 上 面 ３ ０ セ ン チ メ ー ト ル に は 、 埋 設 物 件 の 位 置 を 示

す テ ー プ 類 を 埋 設 す る こ と 。

３ 埋 め 戻 し は 、 占 用 物 件 の 周 囲 を 充 分 つ き 固 め 、 ２ ０ セ ン チ メ ー

ト ル 以 内 を 一 層 と し 、 各 層 を タ ン パ 等 で 転 圧 し 、 不 等 沈 下 の 生 じ

な い よ う 必 要 に 応 じ 水 締 め 等 の 処 理 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。

４ 土 留 工 の 取 り は ず し は 、 下 層 を 埋 め 戻 し つ つ 徐 々 に 引 き 抜 く も

の と し 、 存 置 等 の 措 置 を 講 ず る 場 合 は 、 道 路 管 理 者 と 協 議 し な け

れ ば な ら な い 。

５ 路 盤 は 、 埋 め 戻 し 時 に 施 工 す る こ と （ 路 盤 先 行 ） を 基 本 と す

る 。

６ 既 存 （ 占 用 工 事 前 ） の 舗 装 構 成 に 路 盤 が な か っ た 場 合 は 、 簡 易

舗 装 の 上 層 路 盤 と 同 様 の 路 盤 を 施 工 す る こ と を 基 本 と す る 。
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第 ４ 章 仮 復 旧

（ 仮 復 旧 の 方 法 ）

第 １ ８ 条 仮 復 旧 は 、 工 事 中 の 通 行 障 害 を 緩 和 す る た め の 措 置 で あ

り 、 埋 め 戻 し 完 了 後 直 ち に 行 わ な け れ ば な ら な い 。

（ 仮 復 旧 の 構 造 ）

第 １ ９ 条 仮 復 旧 の 表 層 （ ｔ ＝ ５ セ ン チ メ ー ト ル ） の 材 料 は 、 加 熱

合 材 （ 再 生 合 材 の 使 用 も 可 ） を 基 本 と す る 。 た だ し 、 砂 利 道 又 は

道 路 管 理 者 の 指 示 が あ っ た 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。

（ 仮 復 旧 の 維 持 管 理 ）

第 ２ ０ 条 仮 復 旧 部 分 の 維 持 管 理 に つ い て は 、 本 復 旧 に 着 手 す る ま

で の 間 、 交 通 の 安 全 と 円 滑 を 図 る た め に 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 遵 守

し な け れ ば な ら な い 。

(1 ) 常 に 巡 回 し 、 路 面 の 沈 下 、 表 層 の 破 損 、 そ の 他 不 良 箇 所 を 発

見 し た と き は 、 直 ち に 補 修 し な け れ ば な ら な い 。

(2 ) 道 路 管 理 者 が 手 直 し を 指 示 し た 場 合 は 、 こ れ に 従 わ な け れ ば

な ら な い 。

（ 路 面 標 示 類 に つ い て ）

第 ２ １ 条 路 面 標 示 類 （ 白 線 等 ） は 、 仮 復 旧 の 時 点 で あ っ て も 、 ペ

イ ン ト 等 で 原 形 と お り に 標 示 し 、 機 能 を 妨 げ て は な ら な い 。
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第 ５ 章 本 復 旧

（ 復 旧 の 時 期 ）

第 ２ ２ 条 本 復 旧 は 、 埋 め 戻 し 箇 所 が 安 定 す る 期 間 を 見 込 み 、 仮 復

旧 後 １ ０ 日 以 後 と し 、 ２ か 月 以 内 に 完 了 す る こ と と す る 。 た だ

し 、 現 場 状 況 に よ り 道 路 管 理 者 の 指 示 が あ っ た 場 合 は 、 こ の 限 り

で な い 。

（ 復 旧 の 区 域 ）

第 ２ ３ 条 本 復 旧 の 範 囲 は 、 路 面 復 旧 及 び そ の 附 属 物 （ 縁 石 、 排 水

施 設 、 ガ ー ド レ ー ル 、 街 路 灯 等 ） と す る 。

（ 復 旧 の 方 法 ）

第 ２ ４ 条 本 復 旧 は 、 仮 復 旧 に 使 用 し た 合 材 を 撤 去 し 、 新 た に 「 道

路 本 復 旧 構 造 図 」 に 規 定 す る 材 料 に よ り 施 工 す る も の と す る 。

２ ア ス フ ァ ル ト 合 材 は 、 加 熱 合 材 を 使 用 す る も の と す る 。

３ 既 設 舗 装 と 新 設 舗 装 面 の ジ ョ イ ン ト 部 は 、 シ ー ル コ ー ト 等 で 処

理 す る こ と 。

（ 路 面 標 示 類 に つ い て ）

第 ２ ５ 条 路 面 標 示 類 （ 白 線 等 ） は 、 本 復 旧 完 了 後 に 、 直 ち に 原 形

に 復 旧 し な け れ ば な ら な い 。
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第 ６ 章 裁 定 基 準

（ 裁 定 基 準 ）

第 ２ ６ 条 路 面 復 旧 面 積 の 裁 定 は 、 次 項 及 び 第 ３ 項 に よ る も の と す

る 。 た だ し 、 道 路 管 理 者 が 別 に 定 め る 「 伊 勢 原 市 が 管 理 す る 舗 装

道 路 に 関 す る 現 場 裁 定 基 準 」 を 基 準 に 指 示 す る 場 合 は 、 こ の 限 り

で な い 。

２ ア ス フ ァ ル ト 舗 装 道 及 び コ ン ク リ ー ト 舗 装 道 の 裁 定 幅 の 算 定 に

つ い て は 、 下 記 に 基 づ い て 裁 定 す る 。

図 － １ 断 面 図

Ｗ （ 復 旧 幅 ） 又 は Ｌ （ 半 幅 又 は 全 幅 ）

W 3 W 2 W 1 W 2 W 3

舗 装 ( A s 又 は C o )

路 盤 (砕 石 ) ｈ

（ 路 盤 先 行 ）

1： 0 . 3

1： 0 . 3

ａ

( 1 ) 道 路 横 断 方 向 の 復 旧 幅 (L )は 、 算 定 し た 数 値 が 舗 装 幅 員 の

１ ／ ２ に 満 た な い 場 合 は 半 幅 復 旧 と し 、 １ ／ ２ を 超 え る 場 合 は

全 幅 復 旧 と す る 。

(2 ) 道 路 横 断 方 向 の 歩 道 の 復 旧 幅 ( L )は 、 原 則 と し て 全 幅 と す る 。

(3 ) 道 路 中 央 部 付 近 を 掘 削 す る 場 合 は 全 幅 復 旧 と す る 。

(4 ) A S安 定 処 理 が あ る 舗 装 の 場 合 は 、 第 27条 第 １ 号 ア (ｴ )及 び ( ｵ )

の と お り と す る 。
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( 1 ) 復 旧 面 積 の 計 算

ア 単 独 占 用 の 場 合

復 旧 面 積 Ａ ＝ Ｗ × Ｌ

Ｗ ＝ W1＋ W 2＋ W 3

Ｌ ＝ 半 幅 又 は 全 幅

※ 各 数 値 は ５ セ ン チ メ ー ト ル 単 位 と し 、 １ セ ン チ メ ー ト ル 単 位

は 切 上 げ と す る 。

（ ア ） 復 旧 幅 （ W1） に つ い て

W 1＝ ａ ＋ ２ × 0 . 3× ｈ

（ イ ） 復 旧 幅 （ W2） に つ い て

車 道 の 場 合 W 2＝ 0 . 2メ ー ト ル

歩 道 の 場 合 W 2＝ 0 . 1メ ー ト ル

（ ウ ） 復 旧 幅 （ W3） に つ い て

道 路 構 造 物 、 舗 装 絶 縁 線 及 び 既 設 カ ッ タ ー 部 分 ま で の

延 長 が １ ． ０ メ ー ト ル 以 下 の 場 合 は 計 上 す る 。

イ 競 合 占 用 の 場 合 （ ２ 者 以 上 の 占 用 ）

上 記 ア の 「 単 独 占 用 の 場 合 」 を 基 に 、 復 旧 面 積 を 計 算 す

る 。

た だ し 、 ア ス フ ァ ル ト 復 旧 に つ い て は 、 別 に 定 め る 「 伊 勢

原 市 が 管 理 す る 舗 装 道 路 に 関 す る 現 場 裁 定 基 準 」 に よ る も の

と す る 。

ウ 復 旧 幅 （ W 3） が １ ． ０ メ ー ト ル を 超 え る 時 で も 、 道 路 管 理

者 が 必 要 と 認 め た 場 合 は 、 別 に 定 め る 「 伊 勢 原 市 が 管 理 す る

舗 装 道 路 に 関 す る 現 場 裁 定 基 準 」 に よ り 、 復 旧 幅 を 裁 定 す る

こ と が あ る 。

エ 掘 削 深 さ に よ る 復 旧 幅 の 変 動 及 び 道 路 を 斜 め に 掘 削 す る 場

合 の 復 旧 は 、 原 則 と し て 道 路 に 垂 直 に 、 か つ 平 行 に 復 旧 す る

も の と す る 。
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３ 砂 利 道 及 び そ れ に 類 す る 道 路 の 復 旧 は 、 下 図 の と お り と す る 。

図 － ２ 断 面 図

Ｗ （ 復 旧 幅 ）

舗 装 (砂 利 )

ｈ

1： 0 . 3 1： 0 . 3

ａ



- 12 -

第 ７ 章 道 路 本 復 旧 構 造 図

（ 構 造 基 準 ）

第 ２ ７ 条 本 復 旧 構 造 基 準 は 、 次 の 各 号 に よ る 。 ま た 、 各 号 に よ り

難 い 場 合 は 、 道 路 管 理 者 の 指 示 に 従 う こ と 。

(1 ) 車 道

ア ア ス フ ァ ル ト 舗 装

(ｱ ) 簡 易 舗 装

名 称 仕 上 り 厚 規 格 施 工 上 の 注 意 点

Ａ ｓ 表 層 ５ ｃ ｍ 密 粒 度

プ ラ イ ム コ ー ト

上 層 路 盤 ２ ５ ｃ ｍ M- 4 0又 は R M - 4 0 ２ 層 仕 上 げ ( 1層 1 5 c m以 下 )

5 0 Ａ ｓ 密 粒

M- 4 0又 は R M - 4 0

2 5 0 ２ 層 仕 上 げ

掘 削 幅
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( ｲ ) 高 級 舗 装 Ａ

名 称 仕 上 り 厚 規 格 施 工 上 の 注 意 点

Ａ ｓ 表 層 ５ ｃ ｍ 密 粒 度

プ ラ イ ム コ ー ト

上 層 路 盤 １ ５ ｃ ｍ M- 4 0又 は R M - 4 0 １ 層 仕 上 げ

下 層 路 盤 ２ ０ ｃ ｍ C- 4 0又 は R C - 4 0 １ 層 仕 上 げ

50 Ａ ｓ 密 粒

1 5 0 M - 4 0又 は R M - 4 0

2 0 0 C - 4 0又 は R C - 4 0

掘 削 幅
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( ｳ ) 高 級 舗 装 Ｂ

名 称 仕 上 り 厚 規 格 施 工 上 の 注 意 点

Ａ ｓ 表 層 ５ ｃ ｍ 密 粒 度

プ ラ イ ム コ ー ト

上 層 路 盤 ２ ０ ｃ ｍ M- 4 0又 は R M - 4 0 ２ 層 仕 上 げ ( 1層 1 5 c m以 下 )

下 層 路 盤 ３ ０ ｃ ｍ C- 4 0又 は R C - 4 0 ２ 層 仕 上 げ ( 1層 2 0 c m以 下 )

5 0 Ａ ｓ 密 粒

M- 4 0又 は R M - 4 0

2 0 0 ２ 層 仕 上 げ

C- 4 0又 は R C - 4 0

3 0 0

２ 層 仕 上 げ

掘 削 幅
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( ｴ ) 高 級 舗 装 Ｃ

名 称 仕 上 り 厚 規 格 施 工 上 の 注 意 点

Ａ ｓ 表 層 ５ ｃ ｍ 密 粒 度

タ ッ ク コ ー ト

Ａ ｓ 安 定 処 理 １ ０ ｃ ｍ 瀝 青 安 定 処 理

プ ラ イ ム コ ー ト

上 層 路 盤 ２ ０ ｃ ｍ M - 4 0又 は R M - 4 0 ２ 層 仕 上 げ ( 1層 1 5 c m以 下 )

下 層 路 盤 ２ ５ ｃ ｍ C - 4 0又 は R C - 4 0 ２ 層 仕 上 げ ( 1層 2 0 c m以 下 )

2 0 0 2 0 0

5 0 Ａ ｓ 密 粒

1 0 0 Ａ ｓ 安 定 処 理

2 0 0 M - 4 0又 は R M - 4 0

２ 層 仕 上 げ

C- 4 0又 は R C - 4 0 1 : 0 . 3

2 5 0

２ 層 仕 上 げ

掘 削 幅

※ 道 路 横 断 方 向 で は 、 Ａ ｓ 表 層 と Ａ ｓ 安 定 処 理 の 復 旧 幅 に ２ ０

セ ン チ メ ー ト ル の 差 を 設 け る こ と 。
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( ｵ ) 高 級 舗 装 Ｄ

名 称 仕 上 り 厚 規 格 施 工 上 の 注 意 点

Ａ ｓ 表 層 ５ ｃ ｍ 密 粒 度

タ ッ ク コ ー ト

Ａ ｓ 基 層 ５ ｃ ｍ 粗 粒 度

タ ッ ク コ ー ト

Ａ ｓ 安 定 処 理 １ ０ ｃ ｍ 瀝 青 安 定 処 理

プ ラ イ ム コ ー ト

上 層 路 盤 ３ ０ ｃ ｍ M - 4 0又 は R M - 4 0 ２ 層 仕 上 げ ( 1層 1 5 c m以 下 )

下 層 路 盤 ３ ０ ｃ ｍ C - 4 0又 は R C - 4 0 ２ 層 仕 上 げ ( 1層 2 0 c m以 下 )

2 0 0 2 0 0

5 0 Ａ ｓ 密 粒 (表 層 ）

50 Ａ ｓ 粗 粒 (基 層 ）

1 0 0 Ａ ｓ 安 定 処 理

M- 4 0又 は R M - 4 0

3 0 0 ２ 層 仕 上 げ 1: 0 . 3

C - 4 0又 は R C - 4 0

3 0 0 ２ 層 仕 上 げ

掘 削 幅

※ 道 路 横 断 方 向 で は 、 Ａ ｓ 表 層 及 び Ａ ｓ 基 層 と Ａ ｓ 安 定 処 理 の

復 旧 幅 に ２ ０ セ ン チ メ ー ト ル の 差 を 設 け る こ と 。
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イ コ ン ク リ ー ト 舗 装

名 称 仕 上 り 厚 規 格 施 工 上 の 注 意 点

Ｃ ｏ 舗 装 １ ５ ｃ ｍ C- 2 1 粗 目 仕 上 げ

溶 接 金 網 3. 2㎜ × 1 5 0㎜ ス ペ ー サ ー を 使 用

上 層 路 盤 ２ ０ ｃ ｍ M- 4 0又 は R M - 4 0 ２ 層 仕 上 げ ( 1層 1 5 c m以 下 )

1 5 0 コ ン ク リ ー ト

M- 4 0又 は R M - 4 0 溶 接 金 網 3. 2㎜

2 0 0 ２ 層 仕 上 げ 網 目 15 0× 1 5 0㎜

掘 削 幅

ウ 砂 利 道

名 称 仕 上 り 厚 規 格 施 工 上 の 注 意 点

砕 石 舗 装 ２ ０ ｃ ｍ C- 4 0 １ 層 仕 上 げ

※ 再 生 材 （ Ｒ Ｃ 材 ） の 使 用 は 不 可

Ｃ － ４ ０

2 0 0

掘 削 幅
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エ イ ン タ ー ロ ッ キ ン グ ブ ロ ッ ク 舗 装

名 称 仕 上 り 厚 規 格 施 工 上 の 注 意 点

ブ ロ ッ ク ８ ｃ ｍ

モ ル タ ル ３ ｃ ｍ

Ａ ｓ 安 定 処 理 １ ０ ｃ ｍ 再 生 材

上 層 路 盤 １ ５ ｃ ｍ C - 4 0又 は R C - 4 0 １ 層 仕 上 げ

80 ｲ ﾝ ﾀ ｰ ﾛ ｯ ｷ ﾝ ｸ ﾞ ﾌ ﾞ ﾛ ｯ ｸ

3 0

1 0 0 再 生 A s安 定 処 理

モ ル タ ル

15 0 C - 4 0又 は R C - 4 0

掘 削 幅
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( 2 ) 歩 道

ア ア ス フ ァ ル ト 舗 装 （ 標 準 の 場 合 ）

名 称 仕 上 り 厚 規 格 施 工 上 の 注 意 点

Ａ ｓ 表 層 ３ ｃ ｍ 密 粒 度 ※ 管 理 上 必 要 と 認 め る 場 合 は 細 粒 度 も 可

プ ラ イ ム コ ー ト

上 層 路 盤 １ ０ ｃ ｍ C- 4 0又 は R C - 4 0 １ 層 仕 上 げ

30 Ａ ｓ 密 粒

1 0 0 C - 4 0又 は R C - 4 0

掘 削 幅

イ ア ス フ ァ ル ト 舗 装 （ 切 下 げ の 場 合 ・ 普 通 車 ）

名 称 仕 上 り 厚 規 格 施 工 上 の 注 意 点

Ａ ｓ 表 層 ５ ｃ ｍ 密 粒 度 ※ 管 理 上 必 要 と 認 め る 場 合 は 細 粒 度 も 可

プ ラ イ ム コ ー ト

上 層 路 盤 ２ ０ ｃ ｍ C- 4 0又 は R C - 4 0 １ 層 仕 上 げ

50 Ａ ｓ 密 粒

C- 4 0又 は R C - 4 0

2 0 0

掘 削 幅
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ウ ア ス フ ァ ル ト 舗 装 （ 切 下 げ の 場 合 ・ 大 型 車 ）

名 称 仕 上 り 厚 規 格 施 工 上 の 注 意 点

Ａ ｓ 表 層 ５ ｃ ｍ 密 粒 度 ※ 管 理 上 必 要 と 認 め る 場 合 は 細 粒 度 も 可

タ ッ ク コ ー ト

Ａ ｓ 基 層 ５ ｃ ｍ 粗 粒 度

プ ラ イ ム コ ー ト

上 層 路 盤 ３ ０ ｃ ｍ C- 4 0又 は R C - 4 0 ２ 層 仕 上 げ ( 1層 1 5 c m以 下 )

5 0 Ａ ｓ 密 粒 (表 層 ）

50 Ａ ｓ 粗 粒 (基 層 ）

C- 4 0又 は R C - 4 0

3 0 0

２ 層 仕 上 げ

掘 削 幅
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エ イ ン タ ー ロ ッ キ ン グ ブ ロ ッ ク 舗 装 （ 標 準 の 場 合 ）

名 称 仕 上 り 厚 規 格 施 工 上 の 注 意 点

ブ ロ ッ ク ６ ｃ ｍ

砂 ３ ｃ ｍ

上 層 路 盤 １ ０ ｃ ｍ C- 4 0又 は R C - 4 0 １ 層 仕 上 げ

60 ｲ ﾝ ﾀ ｰ ﾛ ｯ ｷ ﾝ ｸ ﾞ ﾌ ﾞ ﾛ ｯ ｸ

3 0

1 0 0 C - 4 0又 は R C - 4 0

砂

掘 削 幅

オ イ ン タ ー ロ ッ キ ン グ ブ ロ ッ ク 舗 装 （ 切 下 げ ・ 普 通 車 ）

名 称 仕 上 り 厚 規 格 施 工 上 の 注 意 点

ブ ロ ッ ク ８ ｃ ｍ

砂 ３ ｃ ｍ

上 層 路 盤 １ ５ ｃ ｍ C- 4 0又 は R C - 4 0 １ 層 仕 上 げ

80 ｲ ﾝ ﾀ ｰ ﾛ ｯ ｷ ﾝ ｸ ﾞ ﾌ ﾞ ﾛ ｯ ｸ

3 0

1 5 0 C - 4 0又 は R C - 4 0

砂

掘 削 幅
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カ イ ン タ ー ロ ッ キ ン グ ブ ロ ッ ク 舗 装 （ 切 下 げ ・ 大 型 車 ）

名 称 仕 上 り 厚 規 格 施 工 上 の 注 意 点

ブ ロ ッ ク ８ ｃ ｍ

モ ル タ ル ３ ｃ ｍ

Ａ ｓ 安 定 処 理 １ ０ ｃ ｍ 再 生 材

上 層 路 盤 １ ５ ｃ ｍ C - 4 0又 は R C - 4 0 １ 層 仕 上 げ

80 ｲ ﾝ ﾀ ｰ ﾛ ｯ ｷ ﾝ ｸ ﾞ ﾌ ﾞ ﾛ ｯ ｸ

3 0

1 0 0 再 生 A s安 定 処 理

モ ル タ ル

15 0 C - 4 0又 は R C - 4 0

掘 削 幅

キ 平 板 ブ ロ ッ ク 舗 装

名 称 仕 上 り 厚 規 格 施 工 上 の 注 意 点

ブ ロ ッ ク ６ ｃ ｍ

砂 ３ ｃ ｍ

上 層 路 盤 １ ０ ｃ ｍ C- 4 0又 は R C - 4 0 １ 層 仕 上 げ

60 平 板 ブ ロ ッ ク

30

1 0 0 C - 4 0又 は R C - 4 0

砂

掘 削 幅
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ク コ ン ク リ ー ト 舗 装 （ 標 準 の 場 合 ）

名 称 仕 上 り 厚 規 格 施 工 上 の 注 意 点

C o舗 装 ７ ｃ ｍ C- 1 8 粗 目 仕 上 げ

上 層 路 盤 １ ０ ｃ ｍ C- 4 0又 は R C - 4 0 １ 層 仕 上 げ

70 コ ン ク リ ー ト

1 0 0 C - 4 0又 は R C - 4 0

掘 削 幅

ケ コ ン ク リ ー ト 舗 装 （ 切 下 げ の 場 合 ・ 普 通 車 ）

名 称 仕 上 り 厚 規 格 施 工 上 の 注 意 点

Ｃ ｏ 舗 装 １ ０ ｃ ｍ C- 1 8 粗 目 仕 上 げ

溶 接 金 網 3. 2㎜ × 1 5 0㎜ ス ペ ー サ ー を 使 用

上 層 路 盤 ２ ０ ｃ ｍ M- 4 0又 は R M - 4 0 2層 仕 上 げ ( 1層 1 5 c m以 下 ）

1 0 0 コ ン ク リ ー ト

2 0 0 M - 4 0又 は R M - 4 0 溶 接 金 網 3. 2㎜

２ 層 仕 上 げ 網 目 15 0× 1 5 0㎜

掘 削 幅



- 24 -

コ コ ン ク リ ー ト 舗 装 （ 切 下 げ の 場 合 ・ 大 型 車 ）

名 称 仕 上 り 厚 規 格 施 工 上 の 注 意 点

Ｃ ｏ 舗 装 １ ５ ｃ ｍ C- 1 8 粗 目 仕 上 げ

溶 接 金 網 3. 2㎜ × 1 5 0㎜ ス ペ ー サ ー を 使 用

上 層 路 盤 ３ ０ ｃ ｍ M- 4 0又 は R M - 4 0 2層 仕 上 げ ( 1層 1 5 c m以 下 ）

1 5 0 コ ン ク リ ー ト

M- 4 0又 は R M - 4 0 溶 接 金 網 3. 2㎜

3 0 0 ２ 層 仕 上 げ 網 目 15 0× 1 5 0㎜

掘 削 幅



- 25 -

サ 透 水 性 舗 装 （ 標 準 の 場 合 ）

名 称 仕 上 り 厚 規 格 施 工 上 の 注 意 点

Ａ ｓ 表 層 ４ ｃ ｍ 開 粒 度

上 層 路 盤 １ ０ ｃ ｍ C- 4 0又 は R C - 4 0 １ 層 仕 上 げ

ﾌ ｨ ﾙ ﾀ ｰ層 １ ０ ｃ ｍ 砂 １ 層 仕 上 げ

40 Ａ ｓ 開 粒

1 0 0 C - 4 0又 は R C - 4 0 ※ ﾌ ﾟ ﾗ ｲ ﾑ ｺ ｰ ﾄは 施 工 し な い

1 0 0 砂

掘 削 幅

シ 透 水 性 舗 装 （ 切 下 げ の 場 合 ・ 普 通 車 ）

名 称 仕 上 り 厚 規 格 施 工 上 の 注 意 点

Ａ ｓ 表 層 ５ ｃ ｍ 開 粒 度

上 層 路 盤 ２ ０ ｃ ｍ C- 4 0又 は R C - 4 0 １ 層 仕 上 げ

ﾌ ｨ ﾙ ﾀ ｰ層 １ ０ ｃ ｍ 砂 １ 層 仕 上 げ

50 Ａ ｓ 開 粒

2 0 0 C - 4 0又 は R C - 4 0 ※ ﾌ ﾟ ﾗ ｲ ﾑ ｺ ｰ ﾄは 施 工 し な い

1 0 0 砂

掘 削 幅



参 考 資 料

● 道路占用料単価

● 路面復旧費・占用者復旧監督事務費単価

● 掘削断面図の書き方



表(第2条関係)

(令6条例32・全改)

占用物件 単位 占用料

法第32条第1項
第1号に掲げる
工作物

第1種電柱 1本につき1年 1,150円

第2種電柱 1,770円

第3種電柱 2,390円

第1種電話柱 1,030円

第2種電話柱 1,650円

第3種電話柱 2,260円

その他の柱類 100円

共架電線その他上空に設ける線類 長さ1メートルにつき
1年

10円

地下に設ける電線その他の線類 6円

路上に設ける変圧器 1個につき1年 1,010円

地下に設ける変圧器 占用面積1平方メート
ルにつき1年

620円

変圧塔その他これに類するもの及び
公衆電話所

1個につき1年 2,060円

郵便差出箱及び信書便差出箱 860円

広告塔 表示面積1平方メート
ルにつき1年

3,540円

その他のもの 占用面積1平方メート
ルにつき1年

2,060円

法第32条第1項
第2号に掲げる
物件

外径が0.07メートル未満のもの 長さ1メートルにつき
1年

43円

外径が0.07メートル以上0.1メートル
未満のもの

61円

外径が0.1メートル以上0.15メートル
未満のもの

92円

外径が0.15メートル以上0.2メートル
未満のもの

120円

外径が0.2メートル以上0.3メートル
未満のもの

190円

外径が0.3メートル以上0.4メートル
未満のもの

250円

外径が0.4メートル以上0.7メートル
未満のもの

430円

外径が0.7メートル以上1メートル未
満のもの

620円

外径が1メートル以上のもの 1,230円

法第32条第1項
第5号に掲げる
施設

上空に設ける通路 占用面積1平方メート
ルにつき1年

1,770円

その他のもの 2,060円

法第32条第1項
第6号に掲げる
施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一
時的に設けるもの

占用面積1平方メート
ルにつき1日

35円

その他のもの 占用面積1平方メート
ルにつき1月

350円

政令第7条第1号
に掲げる物件

看板(アーチで
あるもを除
く。)

一時的に設けるもの 表示面積1平方メート
ルにつき
1月

350円

その他のもの 表示面積1平方メート
ルにつき
1年

3,540円

Page 1 of 2伊勢原市道路占用料条例
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備考

1 政令とは、道路法施行令(昭和27年政令第479号)をいう。

2 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期

間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、なお1月未満の端数があるときはその端

数は1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満

であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときはその満たない数又はその端数は1月として

計算する。

3 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線

(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、

第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6

条以上の電線を支持するものをいう。

4 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、

電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置する

ものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4

条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持する

ものをいう。

5 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線を

いう。

6 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。

7 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01

メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メート

ル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨

てて計算する。

標識 1本につき1年 1,650円

旗ざお 祭礼、縁日その他の
催しに際し、一時的
に設けるもの

1本につき1日 35円

その他のもの 1本につき1月 350円

幕(政令第7条
第4号に掲げる
工事用施設で
あるものを除
く。)

祭礼、縁日その他の
催しに際し、一時的
に設けるもの

その面積1平方メート
ルにつき
1日

35円

その他のもの その面積1平方メート
ルにつき
1月

350円

アーチ 車道を横断するもの 1基につき1月 3,540円

その他のもの 1,770円

政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲
げる工事用材料

占用面積1平方メート
ルにつき1月

350円

政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲
げる施設

210円

前各項に該当しないもの 前各項に準じて市長が定める額

Page 2 of 2伊勢原市道路占用料条例
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別表(第17条関係)

(平19規則6・全改、令7規則7・一部改正)

備考 上記舗装種別以外の路面復旧費単価及び占用者復旧監督事務費単価は、その都度定める。

舗装種別 舗装構成 路面復旧費単価
(円／平方メートル)

占用者復旧監督事務費単価
(円／平方メートル)

車道 簡易舗装 表層5センチメートル
路盤25センチメートル

7,758 465

高級舗装A 表層5センチメートル
路盤35センチメートル

7,951 477

高級舗装B 表層5センチメートル
路盤50センチメートル

10,470 628

高級舗装C 表層5センチメートル
路盤55センチメートル

18,550 1,113

高級舗装D 表層10センチメートル
路盤70センチメートル

23,670 1,165

セメント・コ
ンクリート舗
装

表層15センチメートル
路盤20センチメートル

11,720 703

インターロッ
キングブロッ
ク舗装

表層8センチメートル
路盤28センチメートル

13,150 789

歩道 アスファル
ト・コンク
リート舗装

表層3センチメートル
路盤10センチメートル

4,620 277

セメント・コ
ンクリート舗
装

表層7センチメートル
路盤10センチメートル

4,873 292

平板ブロック 表層6センチメートル
路盤13センチメートル

5,441 326

インターロッ
キングブロッ
ク舗装

表層6センチメートル
路盤13センチメートル

5,441 326

Page 1 of 1伊勢原市道路占用規則
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掘削断面図の書き方

（条件：掘削深さ1.3ｍ、掘削幅0.6ｍ、舗装幅員4.0m） （単位：ｍ）

＜仮復旧＞

＜本復旧＞

備考
１ 路盤の施工は、掘削幅のみ
２ 路盤の施工は、埋め戻し時に施工することを基本とする
３ 道路横断方向の復旧延長は、算定した幅が舗装幅員の１／２に満たない場合は、

半幅復旧とし、１／２を超える場合は、全幅復旧とする。半幅復旧とし、１／２を超える場合は、全幅復旧とする。
４ 道路中央部付近を掘削する場合は、全幅復旧を基本とする。
５ 道路横断方向の歩道の復旧幅は、原則として全幅とする。
６ AS安定処理がある舗装の場合は、P15からP16のとおりとすること


